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令和７年度 大阪府公募部長選考案内 

≪インターネットによる受付期間 ≫ ※原則インターネット申込みです。 

令和７年 10月 29日（水曜日）午前 10 時から令和７年 11月 18 日（火曜日）午後６時まで 

 

令和７年 10月 29日 

大 阪 府 

 

１ 公募の目的 

大阪府組織条例（昭和 28年大阪府条例第 1号）に規定する部の長の職について、庁内、庁外を問わ

ず幅広く人材を募集することで、そのポストに最もふさわしく、より優秀な人材を確保することを目

的として、大阪府職員基本条例（平成 24年大阪府条例第 86号）に基づき、公募を実施します。 

 

２ 募集する職等 

採用予定人員：１名 

職名 主な職務内容 主な課題 

商工労働部長 ○商工労働部の統括 

○中小企業・スタートアップの成長に向けた支

援、ライフサイエンスやカーボンニュートラ

ル、スタートアップの拠点形成など成長分野の

振興、国際ビジネスの展開、企業立地の推進等

の「産業政策」を統括 

○女性・高年齢者・障がい者をはじめとする多様

な人材の就労と活躍の支援、求職者・在職者の

能力開発、企業の人材確保・育成支援等の「雇

用政策」を統括 

○Beyond EXPO 2025 の実現等、万博後の大阪の

成長に向けた政策を推進 

○市町村をはじめとする関係団体等と調整を行

いながら具体的な取り組みを展開 

○大阪府議会に出席し、提出議案や施策遂行等に

関する答弁等を実施 

 

【所管職員】約 500 名 

 

○経済・経営環境が変化する中、地域産業・中小

企業等の経営の安定・成長に向けた支援の強化 

○多様な人材の活躍支援と産業人材の確保・育成 

○万博を踏まえた、大阪経済の成長に向けた施策

の推進 

○万博で披露された技術の実装化やさらなるイ

ノベーションの創出 

 

 ※ 所管する事務や職務内容の詳細については、大阪府ホームページ等をご参照ください。 

＜部の概要＞  

 https://www.pref.osaka.lg.jp/soshikikarasagasu/bu_shokorodo/index.html 

＜部局運営方針＞  

 https://www.pref.osaka.lg.jp/o020040/kikaku_keikaku/bukyokuuneihoushin/index.html 

 ※ 選考の結果、合格者のない場合があります。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/soshikikarasagasu/bu_shokorodo/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o020040/kikaku_keikaku/bukyokuuneihoushin/index.html
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３ 求める人物像 

○ 所管する業務に関する幅広い知識を有する人 

○ 施策の実現への情熱があり、先見性と決断力を有する人 

○ 大規模災害をはじめとした危機管理事象に対して、総合的かつ迅速・的確な判断ができる人 

○ 組織を円滑にマネジメントできる統率力を有する人 

 

４ 応募資格 

○ 次の（１）（２）のすべての要件を満たす人が応募できます。 

（１）民間企業・国・地方公共団体等において管理職などの組織マネジメント経験のある人 

※ 大阪府職員（公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく退職派遣者等、大

阪府を退職し団体等へ派遣されている人を含み、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律に基づき採用された職員を除く。以下同じ。）及び過去に大阪府職員であった人（在職年数が 20

年以上の人）については、次長級以上の経験者 

 

（２）次のいずれにも該当しない人 

 ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

人 

 ・大阪府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 ・日本国籍を有しない人 

 ・平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とするもの

以外） 

 

５ 身分 

○ 一般職の任期付職員（地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第２項に基づく

一般任期付職員（以下、「一般任期付職員」という。）） 

※ ただし、大阪府職員が任用される場合は、以下のとおりです。 

 ・令和８年３月 31日時点で満 57歳以下の人：現在の身分を継続 

 ・令和８年３月 31日時点で満 58歳以上の人：一般任期付職員 

 

６ 任用期間 

○ 一般任期付職員として任用された場合：原則として令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

※任期は 1 年ごとに更新しますが、適格性に問題がなければ、令和８年４月１日から向こう３年間を基本と

します。 

※任期を通じて勤務実績が特に優秀で、引き続き高いパフォーマンスを発揮できると認められる人について

は、５年を超えない期間で任期を更新する場合があります。 

※勤務成績の不良や適格性の欠如が認められるときは、他の職への異動や分限処分（降任・免職）がなされ

ることがあります。 

○ 大阪府職員が現在の身分を継続して任用された場合：大阪府の定期人事異動方針によります。 

※勤務成績の不良や適格性の欠如が認められるときは、他の職への異動や分限処分（降任・免職）がなされ

ることがあります。 
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７ 勤務条件等 

○ 給与                                令和７年４月現在 

職 名 年収（税込） 

商工労働部長 1,380 万円程度  

※上記の金額は、本庁部長の給料月額を基に算定した金額（地域手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当

を含む）となっています。 

※勤勉手当（６月、12 月支給）は、勤務成績・期間に応じた支給となります。 

（採用初年度６月期の期末勤勉手当は在職実態に応じ支給します。） 

※通勤手当等の諸手当がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

 

○ 服務 

・任用期間中は、営利企業等への従事制限など、地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。 

・大阪府職員以外の人が採用となる場合は、現在の勤務先を退職していただく必要があります。 

 

※本府を離職後、大阪府職員基本条例第 32 条第１項各号及び第２項に掲げる法人その他の団体（下記参

照）には、再就職することはできません。（離職後 10 年を経過し、又は年齢が 70 年を超える者を除く。）

ただし、知事が人事監察委員会の意見を聴き、職員の離職後の再就職等の適正な管理に支障が生じない

と認めて承認する場合等は除きます。その他、再就職の届出等の規制があります。 

詳しくは、こちら（大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/taisyokukanri/index.html）

をご覧ください。 

 

  ＊再就職禁止法人とは 

①指定出資法人 

②職員を派遣している団体 

③指定出資法人の子法人等 

④府が財政的援助をしている法人 

⑤離職前５年間に行政上の処分（許認可等）に関する事務に職務として携わった法人（離職後２年間） 

 

○ 主な勤務先 

咲洲庁舎 

 

○ 勤務時間 

原則として午前９時から午後５時 30分又は午前９時 30分から午後６時まで(午後０時 15分から午後

１時まで休憩時間)となっており、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休みとなります。 

 

○ 休暇 

年次休暇（年間 20日、残日数は 20日を限度として翌年に繰越します。ただし、採用の年は、４月１

日採用の場合で、年末までの間に 15日となります。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏期・結婚・出

産等）、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇があります。 

 

  ※勤務条件等については、本府条例等の改正により変更する場合があります。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/taisyokukanri/index.html
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８ 選考方法  

 選考方法 選考日時 

第１次 

選考 
書類審査 

選考申込情報及び提出された論文に基づき、職務に対

する適性、能力、意欲等について審査します。 

なお、応募者全員に選考結果を、合格者に第２次選考

の日時・選考会場を通知（郵送）します。 

― 

第２次 

選考 
個別面接 

職務に対する適性、能力、意欲等について個別面接を

実施します。 

なお、第２次選考受験者全員に選考結果を、合格者に

最終選考の日時・選考会場を通知（郵送）します。 

令和７年 12月８日

（月曜日）の週の

うち、１日（平日）

を予定 

最終 

選考 
個別面接 

職務に対する適性、能力、意欲等について個別面接を

実施します。 

なお、最終選考受験者全員に選考結果を通知（郵送）

します。 

令和７年 12月中下

旬の１日（平日）

を予定 

※第２次選考、最終選考の会場は、大阪府大手前庁舎周辺又は咲洲庁舎を予定しています。 

 

９ 論文作成要領 

  第１次選考の受験にあたり提出いただく論文は以下のとおりです。 

  提出方法については「10 申込方法」を確認してください。 

○ 課題 

「商工労働部が所管する業務における主な課題とその解決策について」 

○ 字数等 

・2,000字程度（Ａ４用紙、横書き）。日本語で作成され、未発表の物に限ります。 

・論文の始めに「タイトル」「受験者の氏名」を記入してください。 

 

10 申込方法 

受 付 期 間 令和７年 10月 29日（水曜日）10時から 令和７年 11月 18日（火曜日）18時まで 

申 込 方 法 

・インターネットにより申込みを受付けします。 

・大阪府公募部長選考案内ホームページにアクセスした後、申込受付フォームより 

 必要事項の入力と以下の提出書類をアップロードしてください。 

 

≪大阪府公募部長選考案内ホームページ≫ 

（https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/butyoukoubo7.html） 

提 出 書 類 

◆論文 

上記９の要領により作成した論文をアップロードしてください。 

◆実績調書 

上記大阪府のホームページに掲載している様式に必要事項を記入の上、 

アップロードしてください。 

◆ご自身の写真 

上半身、脱帽、正面向で半年以内に撮影した写真を jpeg形式でアップロードし 

てください。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/butyoukoubo7.html
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11 合格者の発表 

○ 合否に関わらず有効受験者全員に郵送で通知します。 

※ また、第２次選考、最終選考については、合格者の受験番号を大阪府公募部長選考案内のホームペ

ージ（https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/butyoukoubo7.html）に掲載する予

定です。 

 

第 １ 次 選 考 令和７年 12月１日（月曜日）【予定】 

※ただし、申込者多数の場合は変更の可能性があります。 

詳しくは府ホームページで確認してください。 

第 ２ 次 選 考 令和７年 12月中旬【予定】 

最 終 選 考 令和７年 12月下旬【予定】 

※ 第１次選考の結果について 

上記のとおり、第１次選考終了後、合否に関わらず結果を通知します。結果通知が、令和７年 12

月５日（金曜日）までに届かない場合は、「ピピっとライン」（06-6910-8001）までお問い合わせく

ださい。 

 

１２ その他 

○受験上の配慮（車椅子の使用等）が必要な場合は、必ず申込時に「受験上の配慮を要する事項の有無」

の項目で「有」を選択してください。 

○申込受付フォームに入力された情報は、大阪府公募部長選考実施の円滑な遂行のために用い、それ以

外の目的には使用しません。また、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき適正に管理

します。 

○提出された書類については返却いたしません。 

○第１次選考で提出された論文の著作権は大阪府に帰属します。 

○応募資格がない、申込受付フォームに入力された情報若しくは提出書類の記載内容が正しくないこと

が判明した場合は、合格を取消すことがあります。 

○最終合格者については、「実績調書」の記載内容について関係先に照会します。 

○大阪府職員以外の最終合格者については、就任後、スムーズに業務に従事し、能力を最大限に発揮で

きるよう、採用前に職務等についての事前説明を行います。なお、事前説明にかかる旅費（交通費）

等については、自己負担となります。 

○任期満了にあたり、現に任用しているポストとは異なる公募ポストに応募することができます。 

○最終合格者については、最終合格の発表時に原則、氏名、年齢、最終学歴、略歴等を公表します。 

 

 

 
【お問合せ先】  
 

○ 府民お問合せセンター「ピピっとライン」 ０６－６９１０－８００１ 
 

（平日午前９時～午後６時  土日祝日、年末年始休み） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/butyoukoubo7.html

